
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

と
お
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定

並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日

登　
録　
の　
記　
号　
番　
号

氏　

名　

登

録

年

月

日

秋
歯
　
二
四
三
六

稲
庭
　
淳

令
和
六
年
五
月
三
十
日
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

と
お
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定

並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日

登　
録　
の　
記　
号　
番　
号

氏　

名　

登

録

年

月

日

秋
薬
　
四
三
八
一

松
坂
　
侑
美

令
和
六
年
五
月
二
十
九
日

秋
薬
　
四
三
八
二

平
　
美
樹

令
和
六
年
六
月
四
日

秋
薬
　
四
三
八
三

山
崎
　
夏
澄

令
和
六
年
六
月
四
日

秋
薬
　
四
三
八
四

中
島
　
乃
愛

令
和
六
年
六
月
四
日

秋
薬
　
四
三
八
五

稲
田
　
理
沙

令
和
六
年
六
月
三
日

秋
薬
　
四
三
八
六

原
田
　
佳
英

令
和
六
年
六
月
三
日

秋
薬
　
四
三
八
七

山
下
　
史
織

令
和
六
年
六
月
三
日

秋
薬
　
四
三
八
八

樋
山
　
豪

令
和
六
年
六
月
三
日

秋
薬
　
四
三
九
四

神
田
　
千
佳

令
和
六
年
六
月
十
七
日

秋
薬
　
四
三
九
五

鎌
田
　
有
花

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日
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